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9月
10

月

活動種別

指定校の変更等に係る事務 事務作業全般

事業概要

　住民基本台帳に基づき、茅ヶ崎市内に住所を有する学齢児童・生徒が就学する学校を指

定、または指定の変更情報を記録するために学齢簿を編製します。

　就学予定者及び転入者に対して、学校の指定及び入学期日等の通知を行います。

　保護者が申し出があり、相当な理由であった場合は、指定校の変更を行います。

事務事業名

指定校の変更等に関する相談業務

学齢児童生徒に関する記載事項の加除修正

学齢簿システムの維持管理

新入学児童生徒の学齢簿編製

相談・問合せ対応

事務作業全般

事務作業全般

通知等発送

11

月

12

月

活動名
2月 3月6月

活動時期

1月4月 5月 7月 8月

児童生徒の就学等に伴う学齢簿の編成及び学校の指定

部名 課かい名 学務課教育総務部

事務事業概要書



根拠法令
抜粋

○学校教育法施行令　

第一条　市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所

を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第十八条に規

定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければな

らない。

２　前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうも

のとする。

３　市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁

気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を

含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

４　第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあ

つては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部科学省令で定める。

第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める

日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満

六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。

この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。 

第三条 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿

に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があると

きは、必要な加除訂正を行わなければならない。 

○学校教育法施行規則

第二十九条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項（同令第二条におい

て準用する場合を含む。）の規定により学齢簿を磁気ディスク（これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製する

場合には、電子計算機（電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる機器を含む。以下同じ。）の操作によるものとする。 

2 市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている

事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項

の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し

又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

第三十一条 学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在におい

て行うものとする。

法的
実施根拠

あり
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9月
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月

活動種別

通学路の修繕要望提出依頼（年1回）

通学路の合同安全点検

通学路の改善要望に対する回答

新小学校1年生への交通安全啓発物品の寄贈受付

新小学校1年生への交通安全啓発物品配布

事務作業全般

現場調査・訪問

庁外調整・会議

事務作業全般

事務作業全般

事業概要

①児童生徒の事故報告に係る事務　

　小中学校から提出される事故報告書を受理し、報告します。

②通学の安全確保に係る事務

　登下校中の事故防止のため、安全にかつ安心して学校に通えるよう環境整備を推進しま

す。「交通安全の観点」と共に「防犯の観点」での通学路点検を行い、子どもたちが安

全に通学できるように関係機関等と連携・協力しながら対応します。

事務事業名

事故報告書を受理及び報告

通学路の修繕要望書の受理（随時）

通学路の修繕要望の関係部署等への改善依頼

通学路の改善内容の確認

事務作業全般

事務作業全般

庁内調整・会議

事務作業全般

11

月

12

月

活動名
2月 3月6月

活動時期

1月4月 5月 7月 8月

児童生徒の事故報告及び通学の安全確保に係る事務

部名 課かい名 学務課教育総務部

事務事業概要書



根拠法令
抜粋

〇学校保健安全法　

(国及び地方公共団体の責務)

第三条　国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係

る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関

する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものと

する。

２　国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安

全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。

３　地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければな

らない。

(学校安全に関する学校の設置者の責務)

第二十六条　学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校

において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故

等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に

危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」とい

う。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運

営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校安全計画の策定等)

第二十七条　学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及

び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策

定し、これを実施しなければならない。

(危険等発生時対処要領の作成等)

第二十九条　学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に

応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を

定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとす

る。

２　校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発

生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

３　学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童

生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童

生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を

行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。

○茅ヶ崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

　(事故の報告)

　第36条　校長は、職員又は児童生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、

直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、文書をもって、その詳細を報告しなけ

ればならない。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 教育事務委託に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　茅ヶ崎市堤地区（１番地～１１０番地）に住所を有する学齢児童及び生徒の学校教育

に関する事務を藤沢市へ委託します。その委託に係る対象学齢児童及び生徒数の算出、

転入学手続き及び負担金の支払い等の事務を行います。

対象児童生徒の転入学手続き 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

5/1時点の児童生徒数を算出

負担金の算出

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

新入学児童・生徒の入学手続き 通知等発送

負担金の支払い 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

学校教育法

第四十条　市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小

学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町

村又は前条の市町村の組合に委託することができる。

②略

第四十九条　第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条か

ら第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中

「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四

十六条」と読み替えるものとする。

○参考

茅ヶ崎市の一部地域における学齢児童生徒及び学齢生徒の学校教育事務の委託に関する

規約の覚書

第１条　茅ヶ崎市は、茅ヶ崎市堤地区のうち、茅ヶ崎市都市計画事業堤地区土地区画整

理事業施行に関する条例（昭和４６年６月藤沢市条例第４号）第３条に規定する区域内の

学齢児童及び学齢生徒（以下「児童生徒」という。）の教育に関する事務で、次の各号

に掲げる事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を藤沢市に委託するもの。

(1)　児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関する事務

(2)　学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関する事務

(3)　教科書その他の教材の取り扱いに関する事務

(4)　児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関する事務

(5)　学校給食に関する事務

(6)　その他、学校教育に関する事務
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事務事業名 学校規模の適正化等に関する事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　過去５年間の未就学児童、児童及び生徒数を用いて、将来の市立小中学校に在学する

児童・生徒数をコーホート変化率法により推計を行います。推計結果はホームページで

の公表及び教育施策の参考資料として活用します。

　指定校変更制度について、近隣市の事例を参考にし、現行制度の基準について時代に

即した形での見直しの検討を行います。

推計結果の公表 事務作業全般

9月
10

月

11

月

推計に用いるデータの入手 統計調査・集計

推計値の算出・まとめ 統計調査・集計

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

指定校変更制度の課題の整理 調査・研究

指定校変更制度見直しの検討 検討



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

学校教育法施行令

第五条　２　市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の

数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第七十一条の規定に

より高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を

除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)

及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当

該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。

第八条　市町村の教育委員会は、第五条第二項（第六条において準用する場合を含

む。）の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小

学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やか

に、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、

その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に

対し、同条の通知をしなければならない。

学校教育法施行規則　第四十一条　小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標

準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでな

い。

第七十九条　第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十

八条までの規定は、中学校に準用する。
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事務事業名 校長会交付金に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　茅ヶ崎市立小・中学校３２校の学校長が、学校運営上の様々な問題に対応するための

研究や他機関との連携を行う小・中校長会への交付金の支出を行います。

校長会交付金実績報告・精算 事務作業全般

9月
10

月

11

月

校長会交付金請求 事務作業全般

校長会交付金概算払い 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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事務事業名 学校旅行総合保険に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　茅ヶ崎市立小・中学校の学校旅行中における、偶然の事故により費やした事故処理等

の緊急対応費用・法律上の賠償責任による賠償金・旅行参加者が死亡した場合に負担す

る弔意費用を包括的に担保する保険に加入する事務及び保険対応に係る事務を行います。

保険対応に係る事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

学校旅行保険見積書作成 事務作業全般

学校旅行保険加入 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

（学校安全に関する学校の設置者の責務）

第二十六条　学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校

において、事故、加害行為、災害等（以下この条及び第二十九条第三項において「事故

等」という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に

危険又は危害が現に生じた場合（同条第一項及び第二項において「危険等発生時」とい

う。）において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理

運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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事務事業名 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　経済的理由により、就学が困難な児童･生徒の保護者に対して、就学のため必要な費用

を支援します。

就学援助認定通知発送 通知等発送

9月
10

月

11

月

就学援助費受給申請書受付 申請等受付

就学援助の認定に関する審査 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

就学援助費支給 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

○教育基本法

第１９条　経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者

に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 特別支援教育就学奨励費に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事業概要

　障害のある児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学のため必要な費用

を支援します。

特別支援教育就学奨励費の支弁区分確定に伴う審査事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

対象児童・生徒に収入額・需要額調書送付 事務作業全般

収入額・需要額調書受付 申請等受付

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

支弁区分を保護者へ通知 通知等発送

特別支援教育就学奨励費支給 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

特別支援学校への就学奨励に関する法律

第２条　都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置す

る特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十

八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の

特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒

についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を

軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費の

うち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第二号から第六号までに

掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第一号から第

五号までに掲げるもの(付添人の付添いに要する交通費を除く。)について、その全部又は

一部を支弁しなければならない。

一　教科用図書の購入費

二　学校給食費

三　通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費

四　学校附設の寄宿舎居住に伴う経費

五　修学旅行費

六　学用品の購入費



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

地場産物使用推進の取り組み支援・調整 相談・問合せ対応

職員細菌検査等の執行、消耗品の購入 伝票処理・契約事務

給食関係者向け研修会・講習会 職員向け研修

事務事業名 学校給食の管理運営に係る事務

事業概要

　学校給食摂取基準に基づく栄養バランスの取れた食事により、児童の心身の健全な発

達に資するとともに、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことを目的として、小

学校１９校において地産地消や食の大切さを伝える食育を推進し、自校式給食調理場に

よる給食を実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 3月
12

月
1月

学校給食研究会議及び各部会 庁内調整・会議

9月
10

月

各小学校給食調理場運営支援 相談・問合せ対応

国・県からの照会・報告対応 事務作業全般

2月
11

月

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

6月 7月 8月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・学校給食法

第四条　義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施され

るように努めなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学校給食調理場安全衛生委員会の開催 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

施設設備の保守・点検 事務作業全般

施設設備の修繕対応 相談・問合せ対応

事業概要

　小学校１９校の給食調理場の適切な維持管理を行います。安全・安心な給食の提供に

支障が出ないよう、施設設備の保守業務や定期点検を実施します。

　また、学校給食調理場安全衛生委員会では産業医による現場の巡視を毎月行い、事故

の未然防止に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校給食施設の維持管理に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・学校給食法

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条　義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施され

るように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条　国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなけれ

ばならない。

（学校給食実施基準）

第八条　文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学

校給食を適切に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）につい

て維持されることが望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」という。）を定

めるものとする。

２　学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な

学校給食の実施に努めるものとする。

（学校給食衛生管理基準）

第九条　文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理

の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項につ

いて維持されることが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛生管理基準」と

いう。）を定めるものとする。

２　学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適

切な衛生管理に努めるものとする。

・労働安全衛生法

第十九条　事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設け

なければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置する

ことができる。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

9 ■

10 ■ ■ ■ ■

11 ■ ■ ■

12 ■ ■

13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

救急患者用タクシーに係る契約、支払い 伝票処理・契約事務

結核検診の調整、市立病院手配 庁内調整・会議

各学校の検診器具の数調整 庁外調整・会議

腎臓(２次・３次）、心臓(２次）に係る検査のための入札、支払い 伝票処理・契約事務

腎臓、心臓健診検査対象者の調整 事務作業全般

腎臓、心臓判定会の実施 庁外調整・会議

インフルエンザ等感染症に係る臨時休業の実施 庁外調整・会議

就学時健康診断に従事する看護師、事務員の採用、説明会の実施 申請等受付

就学時健診の周知及び看護師等の募集のため広報紙依頼 周知・広報

各小学校における就学時健診の日程調整 庁外調整・会議

看護師・事務員の勤務日調整、他課への職員応援依頼 事務作業全般

看護師等報酬支払い 伝票処理・契約事務

健康診断・就学時健康診断に係る検診器具滅菌のための入札、支払い 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱に係る医師会等との調整 庁外調整・会議

学校医等報酬支払い 伝票処理・契約事務

事業概要

・学校保健の維持管理及び充実のため、学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱し、報

酬等の支払いを行います。

・児童生徒の健康保持、増進を図り、学校教育の円滑な運営のため、健康診断や各種検

査を実施します。また、健康診断に係る計量器等の検査を行います。

・学校における感染症を予防するため、休業の実施や保健所や学校医等と連携を図りま

す。

・学校で発生した救急患者タクシーに係る支払い事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校保健の管理及び運営に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

学校保健安全法

(就学時の健康診断)

第十一条　市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定

により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所

を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

第十二条　市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要

な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援

学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

(児童生徒等の健康診断)

第十三条　学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の

健康診断を行わなければならない。

２　学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

第十四条　学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療

を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

(臨時休業)

第二十条　学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の

休業を行うことができる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第二十三条　学校には、学校医を置くものとする。

２　大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

３　学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任

命し、又は委嘱する。

計量法

（定期検査）

第十九条　特定計量器（第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。）の

うち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行う

ことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量

単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所（事業所がない者にあっ

ては、住所。以下この節において同じ。）の所在地を管轄する都道府県知事（その所在地が特定

市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長）が行う定期検査を受けなければならな

い。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。



1 ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

負担金の支出 伝票処理・契約事務

茅ヶ崎地区学校保健会との連絡調整 庁外調整・会議

事業概要

・学校保健の振興と充実を図るため、関係機関に対して負担金を支出します。

・茅ヶ崎地区学校保健会との連絡調整を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校保健の推進

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

備品購入手続き 伝票処理・契約事務

備品修繕に係る学校との調整 事務作業全般

修繕に係る業者への支払い 伝票処理・契約事務

シーツ等のクリーニングの業者の入札、支払い 伝票処理・契約事務

保健室備品調査、現場確認 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

各種検査に係る学校との日程調整 庁外調整・会議

見積もり合わせ、入札及び支払い 伝票処理・契約事務

事業概要

・安全で快適な学校環境を維持するため、学校環境衛生基準に基づき各種検査（プール水

質検査、飲料水水質検査、教室内空気環境検査、ダニ又はダニアレルゲン検査）を行いま

す。

・保健室の物品等の破損に対して修繕を行い、安全かつ適切な維持管理を図ります。

・保健室の備品を買い換え、適正な健康診断を実施し円滑な学校保健の運営を行いま

す。

・保健室の清潔な環境を整えるため、シーツ等のクリーニングを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校環境衛生管理に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

学校保健安全法

(学校環境衛生基準)

第六条　文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境

衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く

高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別

支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八

号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒

等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において

「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

２　学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持

に努めなければならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

災害共済給付金、賠償補償保険金支払い 伝票処理・契約事務

災害共済給付金申請書、賠償補償保険金請求書受付、申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

日本スポーツ振興センター、全国市長会加入手続き 伝票処理・契約事務

学校からの問い合わせ、状況確認 相談・問合せ対応

事業概要

・学校管理下における児童生徒の災害（負傷、疾病、障害または死亡）に対して、日本ス

ポーツ振興センターの災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金）の手続きを

行います。

・学校施設の構造上の欠陥や管理上の不備等による事故に起因して児童生徒、または第三

者が身体を害し、又は財物の損壊を被った場合に、全国市長会の災害賠償補償保険の手

続きを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 災害共済及び損害補填に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

委託事業者への支払い 伝票処理・契約事務

中学生を対象とした食育の推進 周知・広報

中長期的な中学校給食のあり方の検討 検討

第2期開始に向けた検討・調整 庁内調整・会議

中学校給食担当者部会等による運営の検討 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

調理等業務委託事業者との調整 庁外調整・会議

予約等管理システム構築委託事業者との調整 庁外調整・会議

事業概要

　安全・安心で栄養バランスの取れた給食の提供と食育の推進を図るため、デリバリー

方式による中学校給食を実施します。

　給食の内容は主食・おかず・汁物・牛乳による完全給食とし、国が定める成長過程に

応じた望ましい栄養量を示した学校給食摂取基準に基づき、市が献立を作成し、民間事

業者に調理等を委託したランチボックス方式によって提供します。現在の調理を担う民

間事業者の施設では、アレルギー対応ができないこと等のため、家庭弁当との選択制を

採用しています。

　

【令和７年度の取組】

　昨年度から開始している6校（梅田、鶴が台、浜須賀、中島、円蔵、萩園）の給食を適

切に実施します。

　令和7年5月から残りの7校（第一、鶴嶺、松林、西浜、松浪、北陽、赤羽根）の給食を

開始できるよう必要な準備を進め、適切に実施します。

　給食の開始を契機として、栄養バランスの取れた食事の重要性など中学生に対する食育

を推進します。

　現在の調理委託は令和11年7月までの契約となっているため、契約満了後の中学校給食

のあり方について検討を進めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 中学校給食実施事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・学校給食法

（義務教育諸学校の設置者の任務）

第四条　義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施され

るように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の任務）

第五条　国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなけれ

ばならない。

（学校給食実施基準）

第八条　文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学

校給食を適切に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）につい

て維持されることが望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」という。）を定

めるものとする。

２　学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な

学校給食の実施に努めるものとする。

（学校給食衛生管理基準）

第九条　文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理

の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項につ

いて維持されることが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛生管理基準」と

いう。）を定めるものとする。

２　学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適

切な衛生管理に努めるものとする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■

7 ■ ■

8 ■ ■

9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10

11

12

13

14

15

教員免許情報の管理、申請 申請等受付

統計調査・集計

本配当 統計調査・集計

5月1日調査 統計調査・集計

9月1日調査 統計調査・集計

仮配当

学級編制実態調査 現場調査・訪問

児童・生徒数報告の受理及び集計 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

校長ヒアリング 相談・問合せ対応

学級編制に係る県教育委員会への申請 庁外調整・会議

事業概要

　適切な学級編制を行うため、小中学校からの児童・生徒数の報告に基づき教職員定数

を算定します。

　関係機関と情報共有し、加配定数を含めた教職員定数を管理し、教職員を配置しま

す。

　教職員の免許情報の管理や取得申請業務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学級編制、教職員定数、免許管理に関する事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

　(学級編制)

第4条　都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3

項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地

方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

　(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)

第6条　各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育

学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第6条に規定する施設を含む。以下この項

において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」とい

う。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並

びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員

定数」という。)は、それぞれ、次条、第7条第1項及び第2項並びに第8条から第9条まで

に規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、各都道

府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校

等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める

教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

・教育職員免許法

(免許)

第3条　教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければなら

ない。

２　前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護を

つかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつ

かさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校

の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

３　略

４　義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教

諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、小学

校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

５　略

６　略

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

入退会書類取次事務 書類取次

教職員バレーボール大会の開催・準備 イベント開催

負担金の支出 伝票処理・契約事務

申込書・給付書類等取次事務 書類取次

9月
10

月

11

月

理事会 庁外調整・会議

幹事会 庁外調整・会議

事業概要

　湘南地域３市１町の公立学校その他関係機関に勤務する県費負担教職員の福利厚生に

関する事業や給付を行うことを目的として設立された湘南教職員福利厚生会に対して、負

担金を支出し、その運営の充実を図ることで学校教育の振興につなげます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教職員の福利厚生に関する事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・湘南教職員福利厚生会規約

　第25条　本会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってこれにあてる。

　（１）　会費

　（２）　委託料又は負担金

　（３）　寄付金

　（４）　その他の収入

・湘南教職員福利厚生会会計規定

　第14条　収入予算項目の「委託料又は負担金」は支出予算項目の「事務局費」及び

「厚生事業費」に充当する。

法的
実施根拠

あり



1 ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■

9 ■ ■

10 ■ ■

11

12

13

14

15

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ　ﾁｪｯｸｼｰﾄの配付、回収 統計調査・集計

分析結果の配付、研修の実施 職員向け研修

委託料支出（市立病院） 伝票処理・契約事務

面談、健康相談の実施校の選定 検討

産業医との日程調整 庁外調整・会議

産業医報酬支出 伝票処理・契約事務

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ　契約、ｼｰﾄの配付準備事務 伝票処理・契約事務

健康診断実施（市立病院） 事業実施

9月
10

月

11

月

契約事務(市立病院） 伝票処理・契約事務

健康診断申込受付・健診依頼（市立病院） 書類取次

事業概要

　教職員の健康の保持及び増進を図るため、茅ヶ崎市立病院に委託して定期健康診断を実

施します。

　また、長時間勤務者で産業医との面談を希望する教職員及び健康相談を希望する教職員

を対象に、産業医による面談を実施します。

　令和４年度よりメンタルヘルス不調の未然防止やストレスの原因となる職場環境の改

善を目的として、市立小中学校の教職員を対象としたストレスチェックを実施していま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校職員の定期健康診断及び産業医の面接指導に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・労働安全衛生法

　(健康診断)

第66条　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第

66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければなら

ない。

2～4　略

５　労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、

事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、

他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結

果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その

他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度

を把握するための検査を行わなければならない。

２　事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該

労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

３　事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の

健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けるこ

とを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が

当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

４～9　略項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

・学校保健安全法

(学校保健に関する学校の設置者の責務)

第4条　学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図る

ため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。

(職員の健康診断)

第15条　学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

２　学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

報酬等の支給手続 伝票処理・契約事務

配置校から成果等の報告 統計調査・集計

任用手続 事務作業全般

9月
10

月

11

月

採用希望者に対する面接・登録 申請等受付

配置校の検討 検討

事業概要

　市民のニーズである特別支援を要する児童・生徒に対する教育活動の充実を図るため、

市費による教員を任用し、小・中学校に配置します。

　さまざまな課題への臨機応変な対応、チームティーチングや個別指導、経験の浅い教員

へのアドバイスの実施など、児童・生徒の学習の質を高め、学校教育の充実を図るため

に市費による非常勤講師を任用します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 市費教員任用事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・地方公務員法

第3条　地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15

年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全て

の公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。

２　一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

３　特別職は、次に掲げる職とする。

一　略

一の二　略

二　略

二の二　略

三　臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門

的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、

助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

・茅ヶ崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

　(趣旨)

第1条　この規則は、茅ヶ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年茅ヶ崎市

条例第38号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法

律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職

員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条　会計年度任用職員の勤務時間は、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。

(1)　会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「短時間勤務会

計年度任用職員」という。)　4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(休憩

時間を除く。)に満たない範囲内で、任命権者が定める時間

(2)　略

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条　会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、

日曜日及び土曜日とする。ただし、任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるこ

とができる。

2　任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの5日間

(週休日を除く。)において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし、常時勤務的会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの5日間にお

いて、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務作業の確認を通した管理職及び事務職員への指導、助言 相談・問合せ対応

出退勤管理システムの運用支援 相談・問合せ対応

教職員の年休･療休等の休暇及び勤務時間に関する指導、周知に関する事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

教職員の病気休職入り･延長･復職に係る事務 事務作業全般

育児休業･自己啓発休業･大学院就学休業等の休業に係る事務 事務作業全般

事業概要

　法令、条例等に基づき、教職員の勤務時間、休暇等の服務について監督を行います。

また、県教育委員会と連携を図りながら、勤務時間や休暇等についての学校からの質問

及び回答、最新情報の提供を行います。

　また、出退勤管理システムにより、教職員の勤務時間を把握し、長時間労働の実態等

を把握します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教職員の服務に関する事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・地方公務員法

　(服務の根本基準)

第30条　すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の

遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(服務の監督)

第43条　市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。

２　県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規

則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつ

て都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の

職務上の命令に忠実に従わなければならない。

３　県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定

めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

４　都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村

委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条若しくは前項の規定により都道府県

が制定する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。

・神奈川県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（目的）

 第1条　この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第５項及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、県立学校

の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第１条及び第２条に規

定する職員（以下「職員」と総称する。）の勤務時間、休暇等に関して必要な事項を定め

ることを目的とする。

・神奈川県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則

（目的）

第1条　この規則は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和32年神奈川県条例

第57号。以下「条例」という。）に基き、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を

定めることを目的とする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■

9

10

11

12

13

14

15

採用、退職、配置換等の内申に関する事務 事務作業全般

臨任・任期付・非常勤等の任用事務 事務作業全般

昇任・昇格に関する事務 事務作業全般

再任用の任用事務 事務作業全般

年度初めの派遣、交流、研修者等に関する事務 事務作業全般

人事配置(案）の検討 検討

9月
10

月

11

月

学校訪問 現場調査・訪問

校長ヒアリング 相談・問合せ対応

事業概要

　県費教職員の年度末人事異動をはじめ、教職員の人事異動事務を行います。また、市

費非常勤講師の任用事務並びに県費臨時的任用職員及び非常勤講師の登録、任用、給与

関係事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教職員の人事に関する事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・地方公務員法

　(任用の根本基準)

第15条　職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の

能力の実証に基づいて行わなければならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（教育委員会の職務権限)

第21条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げる

ものを管理し、及び執行する。

１～２　略

３　教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関すること。）の規則は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和

32年神奈川県条例第57号。以下「条例」という。）に基き、職員の勤務時間、休暇等に

関し必要な事項を定めることを目的とする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9

10

11

12

13

14

15

申請案件の進捗管理 書類取次

療養補償費対応 通知等発送

メールなどによる外部からの情報提供への対応 相談・問合せ対応

不祥事等への対応（調査、報告等） 相談・問合せ対応

教職員通報制度に係る業務 相談・問合せ対応

公務災害申請処理 書類取次

9月
10

月

11

月

事故報告対応 相談・問合せ対応

報告書作成 事務作業全般

事業概要

　教育活動中の事故による負傷、精神的な苦痛による療養に対する災害認定業務や、教

職員の不祥事や教職員通報制度などへの対応業務等を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教職員の事故に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・教育基本法

(教員)

第9条　法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養

に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

・地方公務員法

(信用失墜行為の禁止)

第33条　職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為

をしてはならない。

・地方公務員災害補償法

　(補償の実施)

第24条　基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるとこ

ろにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■

5 ■

6 ■

7 ■

8 ■ ■

9 ■

10

11

12

13

14

15

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課

事務事業名 教職員の表彰に係る事務

事業概要

　教育に貢献のあった個人に対してその業績を表彰する。表彰の対象者を選考し、候補者

として神奈川県教育委員会に推薦します。（優秀授業実践教員表彰）

　また、年度末には退職者に感謝状を贈呈します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

表彰対象者の決定 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

表彰状等の配付 通知等発送

感謝状の対象者抽出 事務作業全般

感謝状作成 事務作業全般

県表彰の対象者選考 事務作業全般

表彰式の案内等の送付 通知等発送

辞令交付式にて感謝状の贈呈 通知等発送

優秀授業実践教員表彰の対象者選考 事務作業全般

表彰対象者の決定通知の送付 通知等発送



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・神奈川県教育委員会表彰規則

　第2条　次の各号のいずれかに該当するものは、この規則に定めるところにより、

　神奈川県教育委員会が表彰する。

  　(1) 学校教育及び社会教育の振興、研究又は改善に努め特にその功労の顕著なもの

  　(2) 職務上模範と認められる行為のあつた者

  　(3) 公務員又はこれに準ずる者で、永年勤続し、その勤務成績が良好なもの

  　(4) 多年困難な職務に専念し、その勤務成績が良好な者

  　(5) その他表彰に値すると認めたもの



1 ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■

5 ■ ■

6 ■

7 ■

8 ■ ■

9 ■

10 ■ ■

11

12

13

14

15

分会交渉　開催 庁内調整・会議

３６協定の締結 事務作業全般

全体交渉・各課交渉　開催 庁内調整・会議

交渉開催後、修正回答作成依頼 庁内調整・会議

回答とりまとめ、湘南教組へ回答 事務作業全般

分会交渉　要求内容の受領 事務作業全般

回答案作成依頼・担当調整 庁内調整・会議

回答案作成依頼・担当調整 検討

9月
10

月

11

月

交渉出席者日程調整 庁内調整・会議

全体交渉・各課交渉　要求内容の受領 事務作業全般

事業概要

　教職員団体との適法な交渉を行います。

　教職員の勤務条件等についての交渉の申し入れがあった場合、それに応じ交渉の場を

設け交渉を実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教職員団体との交渉に係る事務

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 学務課



根拠法令
抜粋

・地方公務員法

　(交渉)

第55条　地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に

係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地

位に立つものとする。

２　職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないも

のとする。

３　地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができな

い。

４　職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に

管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。

５　交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、

職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間におい

て行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間

において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとす

る。

法的
実施根拠

あり


